
■参考資料２：2012版建防協マニュアル（抜粋）
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以上としなければならない。これに対応して、一般断法でも非常に悪い地盤では必要耐力を 1.5

倍することとしている。なお、この必要耐力の割増し係数については、実況に応じて 1.0 を超

え、1.5 未満の数値を採用することを防げるものでは無い。ここでいう、地盤が軟弱な区域とは、

建築基準法で定める特定行政庁が指定する区域内だけでなく、基礎・地盤の調査によって当該

地盤が第 3 種地盤（地盤「悪い」）として分類される区域とすることが望ましい。
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非

常に悪い地盤の場合には、
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横面ごとに判断
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